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取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

 

の  

教 の  

 

 な教 の  

 

 用 的な の育 （指導部）  

(1) 教 成 の充実 

 の 小学校 特別支援学校の教員を す に する 学の

年生等を に、特別教育実 、教科等指導力 成 体験活動の を実

し、教育に する と を高め、豊 な人間性と実 的な指導力を えた

人材の 成を目指す。 

 目指す教  

) の や ・保 の いを的確に え、実 的指導力や 力を高める

教  

) い教 を に 、 的な 地 ら に たり、学校教育を す

る教  

) 地域や の活動に り組み、 らの を 、 に や 動を え、

の を り く教  

 実  

) 特別教育実  

生が される教 成指定校での年間 40 上の教育実 や、異校種又  

    は異なる 種別の 業 等を して、実 的な指導力や な 応力を に  

る。 

  (  教科等指導力 成  

教科等の専門性や指導 の向上 学 経営にお る実 的な指導力等を   

    に るとともに の教育 や の理 を める。 

) 体験活動 

業 人等で 業体験を実 し、 人としての 任 る 度を  

に る。 

(2) 教職 学 との の充実 

目的 

教育 員 は、 の教職 学 （ 学・ 学・ 学・ 学

学・ 学）と 定を し、実 的な指導力を に た 人教員を 成・

確保する。 

 の  

れた 人教員の 成を期して、教職 学 との を実 するに たり、 の

で 学と 定を している。 
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取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

また、 教育 員 と教職 学 との な を図るため、 教育 員  

と教職 学 との を するとともに、 教育 員 が した

に 定する 域・ 達目 の の を確 するため、 の教職

学 での 業 力校にお る指導 を している。 

な 定  

) 教育 員 は、 する の教職 学 に 科目 学校にお  

る実 の に 定する 域・ 達目 を す。 教職 学 は、この

達目 を ・ に て指導する。 

) 教職 学 の要 により、 学校を 力校に指定し、これを する。 

) の教員としての資 ・ 力を有するものとして の った に いて、

教員 用 の特例を る。 

(3) 用 実 的指導力 成 の充実 

 目的 

教員 用 補 を として、教員としての を にできるよ

う、 用 の段階で学 経営・特別支援教育、保 との 教科等

の実 的な指導力を に る を実 する。 

    

  (  実 的に学 学 経営・学 指導 

用後の学 経営が にできるように、 や学校体験を して児童・生徒理

や学 の指導の仕 を学 。 

  (  実 的に学 特別支援教育・ 部  

特別支援教育の や発達 等、特別な支援を必要とする児童・生徒 の指導 

や保 との ・ 力体 を くための 等を学 。 

 

 な教 の （人事部）  

(1) な教員 の確保  

 地 にお る  

全 ら な教員を確保するために、 の 、地 に の

を 用 を実 する。 

 の 充・  

学校教員の 用 を く 知するため、 、

で する。 

また、 職教員を 教員 用 として し、地 等において、

として する等、 的に活用し、教育 に して、 の教育や学校

の 力を な を じて えていく。 

さらに、 学校教員の を に、 の教員としてのやりがいや

業 くりの実 等、 教員 用 をはじめ経験豊富な の教員と で

きる 別 を する。 

  教員 用 補 の支援 
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取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

教員 用 補 が 用後に教員としての職務を に できるよう、

専用 に 務や 、教育職員 等に る知識を - 

により することができる を き続き する。また、教員になる

に たって知っておく き を 用 に する、 用 実 的指導力 成

の動 を行う。  

 教育を 進する教員の 用（ ） 

人材育成のための 教育の充実を図るとともに、小学校にお る

の教科 に向 て、教員 用 補 の小学校全科（ ）において、

用 補 の 験資 に えて中学校又は高等学校教 の の を有

する を 用する。 

 理科教育を 進する教員の 用 

小学校にお る理科教育を充実するため、教員 用 補 の小学校全科（理科

）において、 用 補 の 験資 に えて中学校又は高等学校教 の

理科 の を有する を 用する。 

   活動経験 の 用 

    人材を育成するための教育をより効果的なものとするため、教員 用

補 において、 力 （ ）の 年 力 等 の 経験 （

活動経験 ）を とした特別 を実 する。 

 

 職教 の の  

 

 教 た教 の （指導部）  

(1) 教員経験等に応じた教員 の充実 

   教員育成 に期待される成果 

  (  用 ら 年間で、 教員人材育成 に された教員に められる 的 

な の力で る 学 指導力 、 生活指導力・進 指導力 、 部との ・

力 学校 営力・組 力 を育成する。 

  (  年 ( 任 ) では、教育 務員特例 23 に き、教員に められ 

る 的な の力で る 学 指導力 、 生活指導力・進 指導力 、 部との 

・ 力 学校 営力・組 力 にお る 的・ 的な資 ・ 

力の育成を図る。 

  (  年 では、教員に められる 的な の力のう 学 指導力 と 生 

活指導力・進 指導力 を中 とした実 的な指導力の促進を図る。 

  (  年 では、教員に められる 的な の力のう 部との ・  

力 と 学校 営力・組 力 の ・ 応力の 長を図る。 

  (  の力の 目に いて、行動指 としての 達目 を 定し、 のために必

要な 目や 、 体的な を年間 として 定し、一定 の

力 を 成する。 

  (  年 に応じた 達目 に して、年間 の を実 することで、

の を 識し改 に める。また、 を管理職 指導教員も確 し、 別
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取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

を していくな 、きめ い育成を にする。 

 教員育成 の 体  

  (  年 ( 任  

a 校 にお る 180 間  

業に する 120 間、 業 の 60 間 

   b 校 にお る  

教育 等にお る を 10 、 、 別  

を  

  (  年  

a 校 にお る 30 間  

業に する 15 間、 業 の 15 間 

      b 校 にお る  を  

  (  年  

a 校 にお る  30 間  

業に する 10 間、 業 の 20 間 

      b 校 にお る  を  

   c 指導 事等の による
しっ

の 業  年  

   教育 務員特例 の改正や 学 指導要 全実 に向 ての 応 

教育 務員特例 の改正や 学 指導要 全実 に向 ての 応等を まえ、管

理職 補 等の職 、 教員育成 、中 教 等資 向上 等

の必 、 教 等の 成 教員の専門性を高める で

る教科等・教育 に いて、 に実 する。 

(2  ・育 中の教員等に する動 の実  

・育 中の教員、 し 地 の教員な 教員 で実 する の

が な教員に し、 の教育 や の教育 と の の な を

して、 な職 や 発を促すことを目的に教員 の動 を する。 

(3  全教員の 管理 （ ・ ・ ）の導  

学校全教員（管理職を 。）が教職生活全体を し らの

を 成するため、 等を確 し、資 ・ 力向上のための を でき

る ・ ・ を導 する。 

また、校長が人材育成の ら とともに ・ ・

を活用し、 的に学 を 教員を育成する。 

 ・ ・ の な  

 教員経験年 、教科の専門性に応じた  

a 動 される 、教員経験年 に 応した必 専門とする

教科等に応じた教科等 の  

b 教員経験年 に 応して 動 される 種 任 の  

 生 に たって学 続 る教員の支援 

a 後の 任 験 定を 力することにより、 の  

等を  
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取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

 教職 学 要 等や 体 等と させ、更に学 続

る教員の支援 

任 要 、 指導 事にな う 等の の常 により 

を す教員の発 ・支援 

  (  管理職の人材育成の支援 

a  管理職による 教員の ・ ・ の確  

b  教員の に、 ・ ・ を活用し、 的な人材育成を

実  

 

 たな教育 教 の の （指導部）  

(1  （ ）科教員等の  

（ ）科教員の を実 するとともに、 後の小学校 教科

を に実 するため、 教育 進 として指定した小学校教員の

を実 する。

(2  中学校 科教員を とした  

   中学校 科の教員が、 の中でも、特に発 力に る すこと に い 

て指導 を するとともに、学 に いても でなく、  

や 等の や 等を り れていくことがで 

きるよう、中学校 科全教員を とした を平成 29 年度 らの 年で実 す

る。 

 

３ 教 の活用（人事部）  

(1  指導教 の 的任用 

    教育 員 学校経営支援 との を図り、 学校

にお る指導教 の 的な任用を行っていく。 

(2  指導教 の活用 

     教育 員 は、 学校にお る指導教 を活用した の 組 を

し、指導教 の更なる活用に向 た指導・ を行う。また、小・中学校におい

ても 教育 員 を じて 学校にお る の 組 を すると

ともに、指導教 を活用した 業力向上に向 た 組を進めていく。 

 

 た 的な の （ 学校教育部・指導部・ 

人事部）  

(1  体 に向 た 的な に く 組の 進  

 平成 26 年 に 定した 体 に向 た 的な に き、全 学

校 ら体 等を一 するための 組を 進する。経験年 や職 に応じた体 的な

や、 務事 発 として 等の特別な

を実 する。また、体 を指導の 段とする った 識の る 務事 を とし

て 指導 ・ 識改 を実 する。 

取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

教員 用 補 が 用後に教員としての職務を に できるよう、

専用 に 務や 、教育職員 等に る知識を - 

により することができる を き続き する。また、教員になる

に たって知っておく き を 用 に する、 用 実 的指導力 成

の動 を行う。  

 教育を 進する教員の 用（ ） 

人材育成のための 教育の充実を図るとともに、小学校にお る

の教科 に向 て、教員 用 補 の小学校全科（ ）において、

用 補 の 験資 に えて中学校又は高等学校教 の の を有

する を 用する。 

 理科教育を 進する教員の 用 

小学校にお る理科教育を充実するため、教員 用 補 の小学校全科（理科

）において、 用 補 の 験資 に えて中学校又は高等学校教 の

理科 の を有する を 用する。 

   活動経験 の 用 

    人材を育成するための教育をより効果的なものとするため、教員 用

補 において、 力 （ ）の 年 力 等 の 経験 （

活動経験 ）を とした特別 を実 する。 

 

 職教 の の  

 

 教 た教 の （指導部）  

(1) 教員経験等に応じた教員 の充実 

   教員育成 に期待される成果 

  (  用 ら 年間で、 教員人材育成 に された教員に められる 的 

な の力で る 学 指導力 、 生活指導力・進 指導力 、 部との ・

力 学校 営力・組 力 を育成する。 

  (  年 ( 任 ) では、教育 務員特例 23 に き、教員に められ 

る 的な の力で る 学 指導力 、 生活指導力・進 指導力 、 部との 

・ 力 学校 営力・組 力 にお る 的・ 的な資 ・ 

力の育成を図る。 

  (  年 では、教員に められる 的な の力のう 学 指導力 と 生 

活指導力・進 指導力 を中 とした実 的な指導力の促進を図る。 

  (  年 では、教員に められる 的な の力のう 部との ・  

力 と 学校 営力・組 力 の ・ 応力の 長を図る。 

  (  の力の 目に いて、行動指 としての 達目 を 定し、 のために必

要な 目や 、 体的な を年間 として 定し、一定 の

力 を 成する。 

  (  年 に応じた 達目 に して、年間 の を実 することで、

の を 識し改 に める。また、 を管理職 指導教員も確 し、 別
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取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

 体 等の定 や に き、実 の指導 を した を、  

務事 間等で 的に活用し、体 に向 た 識を める。 

 体 のない、生徒の を高める部活動を 進 するため、全ての 教 や

部指導員を とする指導 を するとともに、 Good Coach

により、 れた指導を実 した 教 を する。 

 体 等の実 を的確に するため、 き続き体 等実 を実 する。 

 

 教職 の の の （ 生部）  

(1) 教職員の  

 期 体 の充実 

    の を えた段階で、 に、 りの目を にすることなく

ではない で できるよう、 部と 地 に れ れ を し

ている。 

 発 

   ここ の に しては 期 、 期 が 要との 識に って、

な 発活動を する。 

  (  学校等が する 等に 理 を として  

  (  用教員に して、 別 や を実  

  (  全校に した や全教職員に する 発 を に校 を実  

 副校長  

    副校長は学校経営の要で り、副校長が の には、学校 営に な が

生じる。このため、 任副校長を として、 的な人材育成の一 として、

による ら の 、 によるここ の とともに、実務的な

や な を とする 副校長 を実 する。 

 等の実  

    に する 識を高め、 期 、 期 に な る 理的

な負担の 度を するための として、 や を行う。 

 にお る 職支援 

    では、 で 職した教員の な職 と 職の

を目的として、学校で行う職 に して、 科 で る 員や、

理 と校長 による 職 を し、 職に向 た支援を行う。 

  

      部 専門 を交えた を し、 の  

ら 後の まで、教職員の に いて 的に り組 で 

いる。 

(2) 教職員の  

   学校教職員の 保 ・ 進を図るため、学校保 全 、 全 生 等  

に き、一般 （ 、生活 、 ）、 用

職後 に特定 学 ・有 等 業務 事 を実 する。特

別 として、 性 、 、 、

取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

また、 教育 員 と教職 学 との な を図るため、 教育 員  

と教職 学 との を するとともに、 教育 員 が した

に 定する 域・ 達目 の の を確 するため、 の教職

学 での 業 力校にお る指導 を している。 

な 定  

) 教育 員 は、 する の教職 学 に 科目 学校にお  

る実 の に 定する 域・ 達目 を す。 教職 学 は、この

達目 を ・ に て指導する。 

) 教職 学 の要 により、 学校を 力校に指定し、これを する。 

) の教員としての資 ・ 力を有するものとして の った に いて、

教員 用 の特例を る。 

(3) 用 実 的指導力 成 の充実 

 目的 

教員 用 補 を として、教員としての を にできるよ

う、 用 の段階で学 経営・特別支援教育、保 との 教科等

の実 的な指導力を に る を実 する。 

    

  (  実 的に学 学 経営・学 指導 

用後の学 経営が にできるように、 や学校体験を して児童・生徒理

や学 の指導の仕 を学 。 

  (  実 的に学 特別支援教育・ 部  

特別支援教育の や発達 等、特別な支援を必要とする児童・生徒 の指導 

や保 との ・ 力体 を くための 等を学 。 

 

 な教 の （人事部）  

(1) な教員 の確保  

 地 にお る  

全 ら な教員を確保するために、 の 、地 に の

を 用 を実 する。 

 の 充・  

学校教員の 用 を く 知するため、 、

で する。 

また、 職教員を 教員 用 として し、地 等において、

として する等、 的に活用し、教育 に して、 の教育や学校

の 力を な を じて えていく。 

さらに、 学校教員の を に、 の教員としてのやりがいや

業 くりの実 等、 教員 用 をはじめ経験豊富な の教員と で

きる 別 を する。 

  教員 用 補 の支援 
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が を実 する。実 に たっては、 業期間中にお る や

で実 する の を図り、一般 の 確保に める。 

   教職員 管理 を活用して、定期 の 促進を図る。また、

果が に で をす き の は、 人 管理職に

を行う 、 の に して を実 し、 の や 期

発 に な ていく。

(3) 学校 全 生管理体  

   全 生組  

     全 生 学校 全 生組 等 に き、 学校教職 

員の職 にお る 全と を確保し、 な職 の 成を促進している。 教 

育 員 は 学校 全 生 員 を し、 学校に 全 生に す 

る を しており、また、 学校は、 全 生 員 や 業 ・ 生管理  

等を している。 

 業 に する の実  

    学校 業 に して、 を中 とした を年に 実 する。 

 生管理 資 支援 

      学校教職員が 生管理 の資 を するための 等 の に し、  

負担を行う。 

   保 の  

    学校に勤務する職員の を するため、 学校  

全 生保 に き、一般 職員に し、保 を する。 

 

 な管理職 の 育  

 

 の 育 の （人事部）  

(1) 学校 事業 

   校務が 中し、 の る副校長の業務負担を軽減するため、 たに 学校

事業 を小学校 校、中学校 校で実 する。 

   実  

教育 員 で人材の 、 を行い、 の に いて事業を

実 するに たり、 教員 員 は 的支援を行う。 

  (  経営支援部を していない学校 

       副校長の業務を支援する 学校経営補佐 を非常勤職員（ 16 、 間

45 勤務）として する。 学校経営補佐 は学校 営や地域 応に する経験

  (  経営支援部を している学校 

      副校長の業務を支援する 副校長補佐 を非常勤職員（ 16 、 5 間  

    勤務)として する。また、経営支援部の を図るとともに、より副校 

や知識を 人材等（教育管理職・ 経験 又は 職員の管理・ 職

経験 等を 定）とし、学校 営事務、保 等の 応 人材育成等の経験を

有する業務を に行う。

取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

教員 用 補 が 用後に教員としての職務を に できるよう、

専用 に 務や 、教育職員 等に る知識を - 

により することができる を き続き する。また、教員になる

に たって知っておく き を 用 に する、 用 実 的指導力 成

の動 を行う。  

 教育を 進する教員の 用（ ） 

人材育成のための 教育の充実を図るとともに、小学校にお る

の教科 に向 て、教員 用 補 の小学校全科（ ）において、

用 補 の 験資 に えて中学校又は高等学校教 の の を有

する を 用する。 

 理科教育を 進する教員の 用 

小学校にお る理科教育を充実するため、教員 用 補 の小学校全科（理科

）において、 用 補 の 験資 に えて中学校又は高等学校教 の

理科 の を有する を 用する。 

   活動経験 の 用 

    人材を育成するための教育をより効果的なものとするため、教員 用

補 において、 力 （ ）の 年 力 等 の 経験 （

活動経験 ）を とした特別 を実 する。 

 

 職教 の の  

 

 教 た教 の （指導部）  

(1) 教員経験等に応じた教員 の充実 

   教員育成 に期待される成果 

  (  用 ら 年間で、 教員人材育成 に された教員に められる 的 

な の力で る 学 指導力 、 生活指導力・進 指導力 、 部との ・

力 学校 営力・組 力 を育成する。 

  (  年 ( 任 ) では、教育 務員特例 23 に き、教員に められ 

る 的な の力で る 学 指導力 、 生活指導力・進 指導力 、 部との 

・ 力 学校 営力・組 力 にお る 的・ 的な資 ・ 

力の育成を図る。 

  (  年 では、教員に められる 的な の力のう 学 指導力 と 生 

活指導力・進 指導力 を中 とした実 的な指導力の促進を図る。 

  (  年 では、教員に められる 的な の力のう 部との ・  

力 と 学校 営力・組 力 の ・ 応力の 長を図る。 

  (  の力の 目に いて、行動指 としての 達目 を 定し、 のために必

要な 目や 、 体的な を年間 として 定し、一定 の

力 を 成する。 

  (  年 に応じた 達目 に して、年間 の を実 することで、

の を 識し改 に める。また、 を管理職 指導教員も確 し、 別
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軽減する。 

副校長補佐 は、行 事務経験が る人材等（学校事務職員、 教育 員 等

での行 経験 等を 定）とし、 ・ 等の事務、 務・ 管理等の必 しも教

員の経験を必要としない業務を に行う。 

(2) 学校 育成  

 目的 

   教育管理職 験 の が続いていること ら、学校経営の担い で る教

育管理職の確保・育成は で る。また、 用の 期に って、 教員に

して校務の 要な を任せ るを ない が る中、 、教育管理職とし

て活 する力を有している教員に する 期段階での学校 力の育

成が 要で る。

こで、 、 地 等で中核となって活 する教育管理職を発 ・育成するた

めに、 の 任教 年目 上に る を して、学校や 教育 員

・学校経営支援 、 教育 人事部 教職員 が

し、 的・継続的に学校 力の育成を図る を実 す

る。

  学校 育成 の流れ 

  (  学校  

     校長、 教育 員 学校経営支援 が、 の管理職 補 と

して資 ・ 力の る 任教 を し、 された教員は、学校、 教育

員 学校経営支援 において、 の 成や学校

に る を することにより、学校 力の育成を図る。 

  (  学校 育成特別  

学校 了 の中 ら、 教育 員 学校経営支援

が特に した に いて、 教育 人事部 の年間 （ を 。）

に たる学校 育成特別 を させ、地 等の中核となる人材を育成す

る。また、 性管理職の発 や 期育成に向 て、 性教員 の を 、

図的な人材育成を図るとともに、教育管理職 の 験資 しに い

を し、 の更なる充実を図る。 

  (  教育管理職 験の  

     学校 や学校 育成特別 を 了した は、 教職

員 の教育管理職 補 成 を することにより、教育管理職

の一部を する。また、学校 育成特別 を 了し、教育管理職

を 験し、 した に いては、 教育 員 は、管理職として

れ れの地 で 任させること、 学校は、管理職 任まで き続き 校で勤

務することができる。 

 

 教育管理職 の （人事部）

(1) 教育管理職 度等の改  

長の業務を 的に支援できるようにするため、経営専任 任の 業 を

取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

また、 教育 員 と教職 学 との な を図るため、 教育 員  

と教職 学 との を するとともに、 教育 員 が した

に 定する 域・ 達目 の の を確 するため、 の教職

学 での 業 力校にお る指導 を している。 

な 定  

) 教育 員 は、 する の教職 学 に 科目 学校にお  

る実 の に 定する 域・ 達目 を す。 教職 学 は、この

達目 を ・ に て指導する。 

) 教職 学 の要 により、 学校を 力校に指定し、これを する。 

) の教員としての資 ・ 力を有するものとして の った に いて、

教員 用 の特例を る。 

(3) 用 実 的指導力 成 の充実 

 目的 

教員 用 補 を として、教員としての を にできるよ

う、 用 の段階で学 経営・特別支援教育、保 との 教科等

の実 的な指導力を に る を実 する。 

    

  (  実 的に学 学 経営・学 指導 

用後の学 経営が にできるように、 や学校体験を して児童・生徒理

や学 の指導の仕 を学 。 

  (  実 的に学 特別支援教育・ 部  

特別支援教育の や発達 等、特別な支援を必要とする児童・生徒 の指導 

や保 との ・ 力体 を くための 等を学 。 

 

 な教 の （人事部）  

(1) な教員 の確保  

 地 にお る  

全 ら な教員を確保するために、 の 、地 に の

を 用 を実 する。 

 の 充・  

学校教員の 用 を く 知するため、 、

で する。 

また、 職教員を 教員 用 として し、地 等において、

として する等、 的に活用し、教育 に して、 の教育や学校

の 力を な を じて えていく。 

さらに、 学校教員の を に、 の教員としてのやりがいや

業 くりの実 等、 教員 用 をはじめ経験豊富な の教員と で

きる 別 を する。 

  教員 用 補 の支援 
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異動 での を行う 、 成を 識した を 進す

る。      

また、 たな ら な教育管理職を確保するため、これまで 39 上 54

の 教 指導教 を としていた教育管理職 の 験資 を、46

上 54 の 任教 （ 任教 年 上）にまで する。 

(2) 全教員の 管理 （ ・ ・ ）の導 （ ） 

学校全教員（管理職を 。）が教職生活全体を し らの を 

   成するため、 等を確 し、資 ・ 力向上のための を する。 

 

の の  

 

 育 教 用 の （人事部） 

教員の 職等に う 教員の 用が続いているため、 用教

員の育成が 務となっている。特に小学校の 用教員は 用 後 ら学 担任とな

るため、学 経営の な に向 て 的に指導を行い、担任を担う教員とし

ての資 ・ 力を高める必要が る。 

このため、平成 22 年度 ら、教員の経験を め、 人としての経験のない 学

業 を 学 経営 生 として指定するとともに、 職した 任用 間勤務教員

を 人育成教員 として し、 で学 担任を担 せることを して、学校

にお る を とした実 的 を実 している。 

経験豊富で指導力の る の力を活用し、学 経営の となる学 指導力、

生活指導力、 力等、 用教員の資 ・ 力の向上を 進して

いく。 

また、 人育成教員を確保するため、 職 に しては、 度の 知を図っている。 

 

 の の育 （人事部）  

、 の 学校では、教員の 職に い、経験の ない 教員の

が高まっており、人材の育成と活用が の となっている。 

   のため、平成 24 年度に、これまで、小・中学校、高等学校、特別支援学校と、校種

別に定めていた 教員の定期異動実 要綱 を一 するとともに、 たに

や異校種間人事交流の仕組みを え、 き続き人事交流の一 の促進を図っていく。 

(1) の導  

教員の人材育成を図るためには、 域的な人事異動や校種を えた人事異動を

促進し、 な学校経験を ませることが 要で る。 

こで、平成 年度、 部と 部との間、 常の学 と特別支援学 との間、小・

中学校と特別支援学校との間な 、教育 が きく異なる学校間の異動・交流を促

す仕組みで る を導 した。この仕組みを活用し、これまで 上に

的な人材育成を図る。 

(2) 異校種間人事交流の促進 

   性教員の教育管理職等 の 用を促進するため、育児・ 育て 期にお る人事

取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

教員 用 補 が 用後に教員としての職務を に できるよう、

専用 に 務や 、教育職員 等に る知識を - 

により することができる を き続き する。また、教員になる

に たって知っておく き を 用 に する、 用 実 的指導力 成

の動 を行う。  

 教育を 進する教員の 用（ ） 

人材育成のための 教育の充実を図るとともに、小学校にお る

の教科 に向 て、教員 用 補 の小学校全科（ ）において、

用 補 の 験資 に えて中学校又は高等学校教 の の を有

する を 用する。 

 理科教育を 進する教員の 用 

小学校にお る理科教育を充実するため、教員 用 補 の小学校全科（理科

）において、 用 補 の 験資 に えて中学校又は高等学校教 の

理科 の を有する を 用する。 

   活動経験 の 用 

    人材を育成するための教育をより効果的なものとするため、教員 用

補 において、 力 （ ）の 年 力 等 の 経験 （

活動経験 ）を とした特別 を実 する。 

 

 職教 の の  

 

 教 た教 の （指導部）  

(1) 教員経験等に応じた教員 の充実 

   教員育成 に期待される成果 

  (  用 ら 年間で、 教員人材育成 に された教員に められる 的 

な の力で る 学 指導力 、 生活指導力・進 指導力 、 部との ・

力 学校 営力・組 力 を育成する。 

  (  年 ( 任 ) では、教育 務員特例 23 に き、教員に められ 

る 的な の力で る 学 指導力 、 生活指導力・進 指導力 、 部との 

・ 力 学校 営力・組 力 にお る 的・ 的な資 ・ 

力の育成を図る。 

  (  年 では、教員に められる 的な の力のう 学 指導力 と 生 

活指導力・進 指導力 を中 とした実 的な指導力の促進を図る。 

  (  年 では、教員に められる 的な の力のう 部との ・  

力 と 学校 営力・組 力 の ・ 応力の 長を図る。 

  (  の力の 目に いて、行動指 としての 達目 を 定し、 のために必

要な 目や 、 体的な を年間 として 定し、一定 の

力 を 成する。 

  (  年 に応じた 達目 に して、年間 の を実 することで、

の を 識し改 に める。また、 を管理職 指導教員も確 し、 別
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取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

た教科指導や生活指導の向上等を図ることを目的として、平成 24 年度の異動要綱の改

正と併せ、小・中学校、高等学校、特別支援学校の間で、期限を定めた人事交流を行

い、期間終了後は元の校種に戻り成果を還元することができるよう、仕組みの充実を

図った。 

このことにより、例えば、小・中学校と特別支援学校との間又は高等学校と特別支

援学校との間の人事交流においては、特別支援教育を必要とする児童・生徒に専門性

の高い教育を行っていく上で中核となる教員の専門性を更に向上させる効果が期待で

きる。また、例えば、同一地域の中学校と高等学校との間の人事交流においては、教

科指導や生活指導の継続性を確保し、地域全体の教育力を向上させる効果が期待でき

る。 

平成 29 年度も、これらの仕組みを活用した人事交流を行うことにより、人材育成の

促進を図る。 

 

３ 退職した教育管理職の積極的な活用（人事部）  

  豊富な知識と経験を有する元教育管理職を一般職非常勤職員（学校経営支援員）とし 

て任用し、副校長補佐等の学校経営支援業務に活用し、教育管理職の負担軽減に資する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    特別支援教育を担う専門性の高い教員の育成や確保、児童・生徒の発達段階に応じ

取組の方向７ 教員の資質・能力を高める 

また、 教育 員 と教職 学 との な を図るため、 教育 員  

と教職 学 との を するとともに、 教育 員 が した

に 定する 域・ 達目 の の を確 するため、 の教職

学 での 業 力校にお る指導 を している。 

な 定  

) 教育 員 は、 する の教職 学 に 科目 学校にお  

る実 の に 定する 域・ 達目 を す。 教職 学 は、この

達目 を ・ に て指導する。 

) 教職 学 の要 により、 学校を 力校に指定し、これを する。 

) の教員としての資 ・ 力を有するものとして の った に いて、

教員 用 の特例を る。 

(3) 用 実 的指導力 成 の充実 

 目的 

教員 用 補 を として、教員としての を にできるよ

う、 用 の段階で学 経営・特別支援教育、保 との 教科等

の実 的な指導力を に る を実 する。 

    

  (  実 的に学 学 経営・学 指導 

用後の学 経営が にできるように、 や学校体験を して児童・生徒理

や学 の指導の仕 を学 。 

  (  実 的に学 特別支援教育・ 部  

特別支援教育の や発達 等、特別な支援を必要とする児童・生徒 の指導 

や保 との ・ 力体 を くための 等を学 。 

 

 な教 の （人事部）  

(1) な教員 の確保  

 地 にお る  

全 ら な教員を確保するために、 の 、地 に の

を 用 を実 する。 

 の 充・  

学校教員の 用 を く 知するため、 、

で する。 

また、 職教員を 教員 用 として し、地 等において、

として する等、 的に活用し、教育 に して、 の教育や学校

の 力を な を じて えていく。 

さらに、 学校教員の を に、 の教員としてのやりがいや

業 くりの実 等、 教員 用 をはじめ経験豊富な の教員と で

きる 別 を する。 

  教員 用 補 の支援 


